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【開会  午前１０時００分】 
◎開会・開会宣言 

○教育長 本日、第７回教育委員会会議を招集いたしました。出席ご苦労様です。 
本日の出席者は４名です。定足数の出席を認めます。よって、平成２９年第７回八雲町

教育委員会会議を開会いたします。 
本日の会議日程は、お手元に配布のとおりです。それでは、直ちに本日の会議を開きま

す。  
◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 
本日の会議録署名委員に、松永正実委員を指名いたします。  

◎日程第２ 議案第１号 
○教育長 日程第２ 議案第１号「八雲町教育支援委員会委員の任命について」を議題と
いたします。事務局の説明を求めます。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 議案第１号八雲町教育支援委員会委員の任命について説明いたします。
議案書１ページをお開き下さい。 
八雲町教育支援委員会は、心身に障がいのある児童生徒等に対する教育支援及び就学先

の決定に関する審議を行い、就学の適性を図ることを目的に設置するものであります。 
八雲町教育支援委員会条例第４条第１項において、「委員は、医師、知識経験者、町内小、

中学校校長・教頭・教諭、医療施設の職員・関係行政機関の職員のうちから、教育委員会

が任命する。」と定められており、この度、議案書記載の１８名を任命するものです。 
なお、任期は本年４月１日から、条例第４条第２項の規定により平成３１年３月３１日

までの２年間とするものです。 
以上、議案第１号八雲町教育支援委員会委員の任命についての説明といたします。よろ

しくお願いいたします。 
○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。  （「なし」という声あり） 
○教育長 よろしいでしょうか。無ければ、議案第１号を原案のとおり可決することにご
異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
○教育長 ご異議がございませんので、議案第１号は原案のとおり可決いたしました。  

◎日程第３ 議案第２号 
○教育長 日程第３ 議案第２号「八雲町学校給食センター運営委員の委嘱について」を



議題といたします。事務局の説明を求めます。 
○学校給食センター所長 教育長。 
○教育長 学校給食センター所長。 
○学校給食センター所長 議案第２号八雲町学校給食センター運営委員の委嘱について 
説明いたします。議案書３ページをお開き下さい。 
給食センター運営委員会は、八雲町学校給食センター設置条例第４条第２項により、給

食センターの円滑な運営を図るため、２０人以内で組織し、学校職員、父母の代表者、学

識経験者を教育委員会が委嘱するものであります。 
この度、運営委員となっていた学校長の人事異動、ＰＴＡ役員の改選に伴い欠員が生じ

たため、委員の補充として議案書記載の６名を委嘱するものであります。 
新たに委嘱する委員は、八雲小学校長の坂本昌昭氏、山崎小学校長の楠美元孝氏、野田

生中学校ＰＴＡ会長の菅原諭貴氏、熊石小学校ＰＴＡ会長の田中元氏、熊石中学校長の蛯

子友正氏、熊石中学校ＰＴＡ会長の宍戸英氏の６名で、任期は平成２９年４月１日から、

条例第４条第３項の規定により、前任者の残任期間であります平成２９年９月３０日まで

となっております。 
以上、議案第２号の説明とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。  （「なし」という声あり） 
○教育長 よろしいでしょうか。無ければ、議案第２号を原案のとおり可決することにご
異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
○教育長 ご異議がございませんので、議案第２号は原案のとおり可決いたしました。  

◎日程第４ 議案第３号 
○教育長 議案第３号「八雲町立学校学校評議員の委嘱について」を議題といたします。
事務局の説明を求めます。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 議案第３号 八雲町立学校学校評議員の委嘱について説明いたします。
議案書４ページをお開き下さい。 
学校評議員は、学校の教育目標、教育課程、教育活動、地域との連携等、広く学校経営

に関する事項について、校長の求めに応じて意見を述べることができるものであります。 
八雲町立学校学校評議員設置規則第５条において、教育委員会は、教育に関する理解及

び識見を有するものの中から、校長より推薦があったものが適当と認めるときは、学校評

議員として委嘱することとなっており、この度、議案書記載の３２名を委嘱するものです。 
なお、任期は本年４月１日から、規則第６条の規定により、年度末である平成３０年３

月３１日までとするものです。 



以上、議案第３号八雲町立学校学校評議員の委嘱についての説明といたします。よろし

くお願いいたします。 
○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 
○松永委員 教育長。 
○教育長 松永委員。 
○松永委員 これは、来年度からコミュニティスクール導入という事で３０年３月３１日
までということだと思うのですが、評議員というのは、設置されていない学校があるので

すが、例えば山崎小学校は設置されていないのですが、これは必須という訳ではないので

しょうか。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 町内の状況で言いますと、山崎小学校と浜松小学校が設置をされてござ
いませんが、これにつきましては、校長の判断で設置ができるということでございますの

で、２校については設置をしてございません。落部小学校、落部中学校につきましては、

コミュニティスクールが開始されているという事で、学校運営協議会に移行してございま

すので、その２校については、学校評議員を設置してございません。 
○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。  （「なし」という声あり） 
○教育長 無ければ、議案第３号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
○教育長 ご異議がございませんので、議案第３号は原案のとおり可決いたしました。  

◎日程第５ 報告第１号 
○教育長 日程第５ 報告第１号「八雲町教育推進計画策定委員の委嘱について」を議題
といたします。事務局の説明を求めます。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 報告第１号八雲町教育推進計画策定委員の委嘱についてご説明いたしま
す。議案書６ページをお開き下さい。 
本件は、八雲町教育推進計画策定委員会条例第３条第２項の規定により、教育長が委嘱

した委員に、ＰＴＡ役員の改選に伴い、欠員が生じたことから、欠員となった委員の補充

として、議案書記載の３名を委嘱したので報告するものです。 
新たに委嘱した委員は、八雲町ＰＴＡ連合会会長の稲見裕一氏、同じく副会長の谷藤渉

氏、八雲町学校給食センター運営委員の中田恵美の３名で、任期は平成２９年５月１２日

（ＰＴＡ連合会の総会、役員決定）から、計画を策定し、教育委員会に答申したときまで

となっております。 
以上、報告第１号八雲町教育推進計画策定委員の委嘱についての説明といたします。よ



ろしくお願いいたします。 
○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 
○松永委員 教育長。 
○教育長 松永委員。 
○松永委員 今までは、町Ｐ連の会長だったという事で、落部小学校の加藤さんと熊石中
学校の井口さんが委員だったと思うのですが、報告だからこれはこれでいいのですけれど

も、今までやってきていて、校長先生とかであれば、他町村へ異動するから変わったりす

るのはいいと思いますが、今まで計画に参加していたという事で、町Ｐ連の会長が変わる

からといって変えなくても、今まで通りのまま続けても良かったのではないかなと思った

のですが。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 策定委員については、学校の関係者及びその父母等から選定をすること
となっておりまして、元々私どもが任命している委員につきましては、学校の校長、教頭

及びＰＴＡの役員、社会教育委員、文化団体連合会、それと、若い層からということで若

人の集い等の団体を選定してその代表の方を任命しているという形をとっていますので、

ＰＴＡ連合会につきましても、会長と副会長が今までも委員になっていたという事から、

役員の改選があったという事をもってこの度の委嘱となったところでございます。 
○教育長 本来、教育推進計画は平成２９年度からスタートする予定だったのですけれど
も、道の教育の理念が平成３０年度からスタート、それと、役場の総合計画も平成３０年

度からスタートという事で、先に教育が走るということにはならないので、それらを受け

て教育ということになるということで、平成２９年度は空白だったということになるので

すが、私も何かやってきたのかなと思っていたのですけれども、全く学校関係は白紙でし

た。何もやっていなかったという事なので、それならば新たな委員でスタートしていきま

しょうという事で、こういう充て職となっておりましたので、そういう事で進めていくこ

とに致しました。 
○松永委員 教育長。 
○教育長 松永委員。 
○松永委員 これはいつ頃までに策定されるものなのでしょうか。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 本来は教育長の説明にありました通り、前の教育推進計画というのが平
成２８年度で一区切りとなっておりますけれども、道の教育推進計画が平成３０年度から

スタートするという事と、町の総合計画も今検討しておりますけれどもこちらも平成３０

年度からスタートという事で、第２期の八雲町教育推進計画につきましても、平成３０年

度からスタートということを目指しておりますので、平成２９年度中に新たな計画を策定

いたしまして、平成３０年度から第２期教育推進計画をスタートさせるという予定で、部



会が３つございまして、学校教育部会、社会教育部会と保健体育部会という事で、それぞ

れの部会で鋭意策定作業を行っているという状況でございます。 
○松永委員 教育長。 
○教育長 松永委員。 
○松永委員 具体的には何月位になるのでしょうか。 
○学校教育課長 教育長。 
○教育長 学校教育課長。 
○学校教育課長 今、各部会で議論をしてございまして、部会での議論を終えて策定委員
会での審議を９月に一度行いまして、できれば１０月中にパブリックコメントの実施をし

ていきたいと思っております。そして、パブリックコメントを実施した後、策定委員会か

ら教育委員会に答申を年内に受けまして、計画案をできれば１月か２月の教育委員会議で

議決していただけるよう進めていきたいと考えております。 
○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

（「なし」という声あり） 
○教育長 無ければ、報告第１号は報告済みといたします。  

◎日程第６ その他 
○教育長 日程第６ その他ですが、事務局から何かありますか。 
○社会教育課長 教育長。 
○教育長 社会教育課長。 
○社会教育課長 社会教育課で、平成２９年度八雲の社会教育という冊子を作りまして、
委員のお手元に配布してございますので、今年度の社会教育関係の事業ですとか団体名等

を載せてございますので、参考までに後ほど見ていただければという事で配布してござい

ますので、よろしくお願いします。 
○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

（「なし」という声あり）  
◎閉会の宣言 

○教育長 無いようですので、本日の会議に提出した議案等の審議はすべて終了いたしま
した。これをもちまして、平成２９年第７回教育委員会会議を閉会いたします。大変お疲

れ様でした。      【閉会  午前１０時２０分】     


